
■会則　第4版 
  
＜第1章　総則＞ 
第1条（定義） 
本会則は、株式会社グランツの運営するフィットネスクラブ及びキッズスクール及び学習塾（学研教室・

G-PAPILS）（以下、総称してクラブという）の会員並びにクラブに入会しようとする方に適用します。なお、法人
会員については別に定めるものとします。 
第2条（目的） 
クラブは、会員の健全な心身の育成を図ると共に健康維持、健康増進および会員相互の親睦を深め、地域社

会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。 
第3条（運営・管理） 
クラブの施設は、株式会社グランツ（以下、会社という）が運営・管理を行います。 
  
＜第2章　会員＞ 
第4条（会員） 
会員は、本会則及びその他会社が定めた事項に従うものとします。 
第5条（会員の種別） 
会員の種別は次のとおりとし、利用内容については別に定めるものとします。 
また、必要に応じて新規会員種別の設定及び会員種別の変更、廃止を行うことができる 
ものとします。 
（1）フィットネス会員 
（2）キッズスクール会員 
（3）学習塾（学研教室・G-PAPILS） 
第6条（会員資格） 
会員は、本会則に同意した方で、かつクラブが入会を承諾した方とします。 
但し、次の各号に該当する方は会員資格がありません。 
⑴健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方 
⑵感染症及び感染性のある皮膚病の方（クラブが別途定める基準に準じて認めた場合は 
　除く） 
⑶会員として、またはその保護者として、品位と社会的信用の無い方 
⑷暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物による障害を有する方 
⑸【フィットネス会員のみ】妊娠をしている方 
⑹【フィットネス会員のみ】高校生相当未満の方 
⑺会社が運営管理を行うクラブで除籍になった方 
⑻刺青及びタトゥーを入れている方で次の項目を遵守していただけない方 
　・施設内で刺青、タトゥー、タトゥーシールの露出の禁止 
　・施設利用時は刺青、タトゥー、タトゥーシールをサポーターや衣類、テーピング等で　　隠す 
⑼その他クラブが会員として相応しくないと判断する方 
第7条（会員資格の譲渡） 
クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括継承できないものとします。 
第8条（未成年者） 
未成年者が入会を希望する際、本人とその親権者が連署の上、入会申込を行うものとします。この場合、親権

者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 
 



〈第3章　入退会〉 
第9条（入会手続き） 
クラブに入会を希望する方は、本会則に同意した上で、所定の手続の上クラブの承諾後、 
入会金、事務手数料、諸会費を納入するものとします。 
第10条（個人情報保護） 
会社は、会社で取扱う会員の個人情報を別途定める「個人情報の取扱いについて」に従って管理するものとし

ます。 
第11条（会員証） 
⑴クラブは、会員に対し会員証を交付するものとします。 
⑵会員は、クラブを利用する際には、会員証を提示するものとします。 
⑶会員は、会員証を第三者に貸与又は譲渡することは出来ません。貸与及び譲渡した場合　には除籍の対象

となります。 
⑷会員は、会員証を紛失した際には速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を 
　支払うものとします。 
⑸会員は、会員資格を喪失した際に速やかに会員証を破棄またはクラブに返還するものとします。 
第12条（会員資格の取得） 
会員資格は、第9条の入会手続きが完了し、クラブが発行する会員証を受け取り、手続き時に定めた利用開始
日が到来したときに取得するものとします。 
第13条（会員資格の喪失） 
会員は、次の各号に該当する場合は会員資格を喪失します。 
⑴次条に定める退会の手続きを完了したとき 
⑵第15条により除籍とされたとき 
⑶会員本人が死亡したとき 
⑷第39条により入会したクラブの全てを閉鎖したとき 
第14条（退会） 
会員が自己都合により退会する場合は、クラブが指定した期日（指定日が休館の場合は前営業日）までに会員

本人（未成年の場合は若しくはその保護者）がクラブ所定の退会届を提出し所定の手続きを完了することによ

り、その月末で退会することができます。また、退会届の提出がクラブの指定した期日を過ぎた場合には、翌月

以降の月末日の退会となります。なお、特別の事情がありクラブが認めた場合を除き代理人による手続き又は

電話その他の方法による申し出は受付できません。 
第15条（除籍） 
クラブは、会員及び会員の保護者及び法人会員が次の各号に該当すると認めた場合は除籍とすることができ

ます。 
⑴本会則、その他クラブの定める規則に違反したとき 
⑵クラブの名誉を毀損し、又は秩序を乱したとき 
⑶故意又は重大な過失により、クラブの施設、設備などを破壊したとき 
⑷第19条に定める諸会費を3ヶ月以上滞納し、請求があっても納入しなかったとき 
　（但し、滞納分につきましてはご請求させて頂きます） 
⑸スタッフの指示に従わないなどの行為によりクラブ運営に支障をきたしたとき 
⑹入会に際して虚偽の申告をしたとき 
⑺他の方やスタッフに対し迷惑となる行為をしたとき 
⑻第32条の禁止事項に違反したとき 
⑼その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき 
第16条（会員種別の変更） 



会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月クラブが指定した期日（指定日が休館 
の場合は前営業日）までに変更届を提出するものとし、翌月からの変更となります。 
第17条（休会制度） 
会員が一時、休会を希望する場合には、毎月クラブが指定した期日（指定日が休館の場合は前営業日）までに

休会制度の案内を受けるとともに以下の確認事項を了承のうえ、休会届をご提出いただきます。 
⑴【学習塾会員のみ】休会期間は月単位で選択していただきます。（最長2ヶ月まで） 
⑵【フィットネス会員のみ】休会期間は月単位で選択していただきます。（最長6ヶ月まで） 
　※続けて休会する場合は、最低でも1ヶ月間の通常利用期間が必要です。 
⑶【キッズスクール会員のみ】休会期間は月単位で選択していただきます。（原則最長6ヶ月まで） 
⑷入会時に発行した会員証は休会期間もお客様の手元でご保管いただきます。 
⑸休会期間は休会費として【フィットネス会員】月1,100円(税込)【キッズスクール会員】月550円(税込)をお客様
の指定口座より頂戴します。学習塾においては休会費はかかりません。 
⑹原則、休会費はご返金いたしかねます。 
⑺休会期間の延長についてはクラブが指定した期日までに所定の手続きが必要です。 
⑻休会期間の短縮については所定の手続の上、月単位での短縮が可能です。 
　ただし休会期間中にご利用を再開される場合は、利用再開月の月会費1ヵ月分を 
　その月末の請求に合算し請求させていただきます。 
⑼フィットネス会員とビューティージム、もしくはサークルフィット、もしくはその両方 
　を併用している場合、全ての会員種別を同時に休会する期間のみ休会費が発生します。 
＜第4章　諸会費等＞ 
第18条（入会金） 
入会金は、クラブが別に定める金額とします。一旦納付された入会金は理由の如何をとわず返還いたしませ

ん。 
第19条（諸会費） 
⑴月会費、休会費、変更手数料、プラス会員費、レンタル料(レンタル用品）（以下総称して「諸会費」という）　は
クラブが別に定めた金額とします。 
⑵諸会費は、会員がクラブの施設等を利用する権利又は会員資格を継続する権利を 
　有するために支払うものであり、所定の期日までに納入いただきます。 
⑶前項の事由により、利用の有無による諸会費の支払い拒否はできないものとします。 
⑷会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、 
　諸会費に未納金がある場合には全て完納するものとします。 
⑸在籍継続期間条件にて諸会費の割引特典が適用されていた場合で、在籍継続期間未満 
　での退会となった場合、当該特典は無効となり、経過期間については入会時に遡って 
　精算し正規の諸会費との差額をお支払いいただくものとします。 
※（在籍期間条件に定める在籍期間には、休会期間を含まないものとします。） 
⑹諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、クラブが 
　別途定める基準によるものとします。 
第20条（利用料） 
利用料が必要な会員種別の会員の方は、クラブを利用する際には別に定める利用料を納付 
するものとします。なお会社の運営する他クラブを利用する場合には、別に定める利用料 
をお支払いいただきます。 
第21条（手数料） 
手数料はクラブが別に定めた金額とし、入会及び会員種別の変更の際に支払うものと 
します。なお一旦納付された手数料は理由の如何を問わず返還いたしません。 



＜第5章　施設利用＞ 
第22条（営業時間） 
営業時間は、クラブが別に定めるものとします。 
第23条（休館・休講日） 
クラブは原則として、別途指定した日を休館とします。 
第24条（臨時休業） 
クラブは、館内改装、施設改造又は修理、その他工事の場合や気象、災害等により営業が 
困難と判断した場合は、臨時休業とします。なお、臨時休業が月の営業日数の半数以上に 
わたる場合を除き諸会費はこれを返還致しません。臨時休業が月の営業日数の半数以上に 
わたる場合の諸会費軽減はクラブが別途定める基準によるものとします。 
第25条（施設利用の範囲） 
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ利用可能とします。なお、これ以外の利用 
については別途料金を支払うものとします。 
第26条（ビジター及びイベント時の利用） 
会員が同伴した会員以外の方（以下「ビジター」という。）は、次の全ての条件を満たす 
ことにより、クラブを利用頂くことができます。 
⑴第6条の会員資格に準じる方 
⑵事前予約での受付をしていただいた方 
⑶クラブ利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方 
ビジターの施設利用は全施設とします。なお、クラブが必要と認めた場合には利用を 
制限することができます。 
第27条（スクール受講時間） 
スクールの受講時間は、クラブが別に定めるものとします。 
第28条（キッズスクール会員及び学研教室会員及びG-PAPILS会員の施設利用範囲） 
上記の会員は、スクール受講のための限定した施設利用とします。 
第29条（施設の利用制限） 
クラブは、次の理由により施設の全部又は一部の利用を制限もしくは停止することが 
あります。 
⑴施設点検整備 
⑵天災地変、著しい社会情勢の変化及びその他やむを得ない事由が発生した場合 
⑶施設の改造又は修繕を行う場合 
⑷安全を維持できない等クラブが必要と判断した場合 
第28条（盗難） 
会員がクラブの利用中に生じた盗難につきましては、クラブは一切損害賠償の責を負い 
ません。 
第29条（禁止事項） 
クラブは、会員が施設内において次の各号の行為を行うことを禁止します。 
⑴許可無く館内の撮影をすること(クラブ指定の撮影可能エリアは除く) 
⑵許可無く物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借、 
　政治活動、署名活動を行うこと 
⑶他の利用者やスタッフを誹謗中傷すること 
⑷他の利用者やスタッフに対しての暴言、誹謗中傷、暴力行為、迷惑行為や威嚇行為、 
　恐怖を感じさせる危険な行為 



⑸他の利用者やスタッフを待ちぶせしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為 
⑹正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフの業務を妨げる行為や他の利用 
　者利用の妨げになる行為 
⑺他の利用者の利用の妨げになる行為 
⑻痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為 
⑼クラブの施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること 
⑽刃物、爆発物等の危険物や動物を館内に持ち込むこと 
⑾館内及び敷地内(路上を含む)での喫煙 
(12)その他、クラブが会員としてふさわしくないと認める行為 
第30条（利用禁止） 
クラブは、次の各号に該当するときは施設の利用を禁止することができます。 
⑴本会則の第2章の第6条⑻に定める項目を遵守していただけないとき 
⑵集団感染するおそれのある疾患を有するとき 
⑶【フィットネス会員のみ】一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき 
⑷飲酒等により、酒気帯びしているとき 
⑸医師から運動、入浴を禁じられているとき 
⑹【フィットネス会員のみ】妊娠しているとき 
　(ベビースイミングではクラブが指定する所定の書類の提出で利用可能) 
⑺その他、正常な施設利用ができないとクラブが判断したとき 
⑻クラブの会則及びに諸規則に違反したとき 
＜第6章　その他＞ 
第31条（館内における撮影および情報発信について） 
当クラブでは、広報活動およびサービス向上を目的として、館内において写真・動画の撮影を行う場合がありま
す。撮影された画像・映像は、クラブが管理・運営するホームページ、SNS、広告媒体等に掲載されることがあり
ます。 
撮影に際しては、個人が特定できるような内容を含む場合、事前にご本人または保護者の同意を得た上で使用
いたします。 
第32条 
会員様が館内で個人的に撮影を行う場合は、他の利用者のプライバシーに十分配慮し、スタッフの指示に従っ
てください。無断で他の利用者を撮影・SNS等に投稿することは禁止します。撮影に関するトラブルが発生した
場合、当クラブでは責任を負いかねますのでご了承ください。尚、違反が確認された場合、利用停止などの措置
を取らせていただく場合がございます。 
スイミング施設でのプールサイド・ギャラリー・更衣室などフロント以外の場所での携帯電話・スマートフォンの使
用・撮影・無断投稿は禁止します。 
第33条（変更事項の届出） 
会員は、住所、氏名、電話番号、届出金融機関の変更があった場合はクラブに届けます。 
第34条（諸会費等の変更） 
クラブは、本会則に基づく諸会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。 
第35条（会員の損害賠償責任） 
会員と保護者は、クラブ内において自己の責に帰すべき事由によりクラブ又は第三者に損害を与えた場合には

その賠償の責に任ずるものとします。 
第36条（責任事項） 
クラブ内での怪我及び疾病、窃盗その他事故についてクラブは明らかにクラブの責に帰す 
べき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、また、会員は損害賠償の請求 
を行わないものとします。 
第36条（スクールの閉鎖） 



会社は、経営上必要のある時やその他の事由がある場合には必要に応じてスクールを閉講することができま

す。 
第37条（クラブの閉鎖） 
会社は、次の各号に該当するときはクラブの閉鎖又は一部閉鎖をすることがあります。 
⑴天災地変その他外的理由による被害が大きく開場が不可能になったとき 
⑵著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき 
⑶経営上必要があると認められたとき 
第38条（閉鎖時の会員資格） 
クラブ閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いませ 
ん。また、諸会費に当月未経過分がある場合にはその未経過分の返還も行いません。 
さらにクラブ閉鎖に関わる特別の補償も行わないことを会員は予め了承しておくものとし 
ます。なお、諸会費の複数月前払い契約期間中に退会した場合の諸会費返還については、 
会社が別途定める基準によるものとします。 
第39条（会則の改定） 
会社は、本会則の改定を行うことができます。また、その効力は、全ての会員に適用されます。 
なお、会則の改定を実施するときは、クラブは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。 
第40条（告知方法） 
本会則及びクラブの諸規則に関する告知は、クラブ内に掲示する方法により行うものとします。 
第41条（会則の発効）本会則は平成27年9月17日より発効します。 
付則① 
本会則を令和4年1月1日より一部変更 
第 6条　会員資格の一部変更 
第17条　休会制度の一部変更 
第32条　禁止事項の一部変更 
第44条　刺青及びタトゥーについての追加 
付則② 
本会則を令和6年2月1日より一部変更 
第6条　会員資格の一部変更 
第17条　休会制度の一部変更 
第19条　在籍期間条件に休会期間についての内容を追加 
第44条　内容を第6条に統合し、44条を削除 
付則③ 
本会則を令和7年4月1日より一部変更 
第1条　定義の拡大（キッズスクール及び学習塾の追加） 
第5条　⑵名称の変更　⑶種別の追加 
第6条　⑶⑸⑹文言の追加 
第15条　文言の追加 
第17条　条件の追加 
第27条　条項の追加 
第28条　条項の追加 
第29条   ⑸を⑷に統合 
第30条　⑶⑹条件の追加 
第33条　文言の追加 



付則④ 
本会則を令和7年9月1日より一部変更 
第31条　条項の追加 
第32条　条項の追加 


